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第１章 計画の趣旨 

（１）計画策定の背景と目的 

本市では、これまで２度にわたり地域情報化推進計画を策定し、情報化施策を推進してき

ました。情報通信技術（以下「ＩＣＴ」という。）1やデジタル技術が急激に発展し、市民の

暮らし方が大きく変わっていく中で、引き続き市民の暮らしを支え続けるために、デジタル

技術の積極的な活用により、本市全体がデジタル社会に適応したデジタル自治体へと変革し

ていく必要があります。 

「第３次飯能市地域情報化推進計画」（以下「本計画」という。）は、本市を取り巻く環境

や社会情勢の変化を踏まえ、本市の情報化の方向性や施策を示すとともに、デジタル社会に

対応した本市のデジタル・トランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）2を推進する

ための方針を示す計画です。本計画により、デジタルの利活用を通じて、本市における持続

可能な地域社会の形成及び行政運営を推進することを目的とします。 

 

  

 
1 コンピュータやインターネットなどの通信技術を使い、情報を収集・処理・伝達・共有する技術のこと。Information and 

Communication Technology の略。 
2 デジタル技術を活用して、企業や組織の製品・サービス・ビジネスモデル・業務プロセス・組織文化そのものを根本的に変

革し、競争上の優位性を確立すること。単なるＩＴ化（業務効率化）とは異なり、顧客や社会のニーズに合わせて新たな価値

を創造し、企業・組織全体の変革を目指す概念。Digital Transformation の略。 
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（２）計画の位置付け 

本計画は、「第６次飯能市総合振興計画 基本構想」（以下「基本構想」という。）に掲げる

将来都市像の実現に向けた、情報化分野の計画です。また、「第６次飯能市総合振興計画 前

期基本計画」（以下「前期基本計画」という。）、「第８次飯能市行政改革大綱」、「飯能市緊急

財政対策プラン」を、デジタルの利活用により具現化する計画として位置付けます。 

また、令和２(2020)年 12 月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた改革の基本

方針」3で示されたビジョン「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービス

を選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない人に優しいデジタル

化～」を本市で実現するための計画です。 

さらに、官民データ活用推進基本法第９条第３項に基づき､策定が努力義務とされる「市

町村官民データ活用推進計画」としても位置付けます。 

 

 

 図表 1－1 本計画の位置付け 

 

 
 

  

 
3 令和２(2020)年 12 月 25 日閣議決定されたデジタル社会の将来像や施策の策定方針など政府のデジタ

ル化に関する基本的な方向性を示すもの。 
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（3）計画の体系 

本計画は､ＩＣＴ活用の推進に当たっての｢基本理念｣と､基本理念を実現するための考え

方である３つの「推進方針」、及び基本理念を実現するための施策区分である３つの「基本

方針」で構成します。 

また、「基本方針」ごとに推進施策を設定し、本市のデジタル化・ＤＸを推進します。 

 
図表 1－2 体系図 

 

 

 

（4）計画期間 

本計画は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、ＩＣＴやデジタル技術を取り巻く環境の発展は著しく速く、これらの変化に柔軟に

対応するため、本計画の進捗管理を適切に行い、必要に応じて本計画の見直し等を実施しま

す。 

 

図表 1－3 計画期間 

 

 

基本理念

推進方針

基本方針

推進施策

令和17年度
（2035年度）

令和16年度
（2034年度）

令和15年度
（2033年度）

令和14年度
（2032年度）

令和13年度
（2031度）

令和12年度
（2030年度）

令和11年度
（2029年度）

令和10年度
（2028年度）

令和9年度
（2027年度）

令和8年度
（2026年度）

第６次飯能市総合振興計画 基本構想

第６次飯能市総合振興計画 前期基本計画 第６次飯能市総合振興計画 後期基本計画

第３次飯能市地域情報化推進計画
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第２章 本市のデジタル化を取り巻く動向 

（１）社会の動向 

 

①情報通信機器の保有状況とインターネットの利用状況 

○ 情報通信機器の世帯保有率の推移 

モバイル通信機器全般の世帯保有率は 95%以上となっています。特にスマートフォン

の世帯保有率が高く、令和４（2022）年には 90％に到達しています。 

 

図表２－1 情報通信機器の世帯保有率の推移 

 

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 
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○ インターネット利用率（個人）の推移 

個人単位のインターネット4利用率は 85%以上となっており、多くの人がインターネッ

トを利用しています。 

 

図表２-２ インターネット利用率（個人）の推移 

 

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 

 

○ 年齢階層別インターネット利用率 

13 歳～59 歳では、ほぼすべての人がインターネットを利用しています。 インター

ネット利用率が最も低い 80 歳以上の世代でも、30％以上の人がインターネットを利用

している状況となっています。 

 

図表２－3 年齢階層別インターネット利用率 

 

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 

 
4 世界中のコンピュータやスマートフォンなどの情報機器を相互に接続した巨大な通信網のこと。情報検索、メール、

SNS、動画視聴、ネットショッピングなど、あらゆる情報を送受信・共有できるようになり、私たちの生活や仕事などの様々

な場面で使われる、不可欠な社会基盤となっている。 
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○ インターネット接続端末としての利用率の推移（スマートフォン） 

平成 23（2011）年以降、ほぼすべての年齢層で、スマートフォンでのインターネット

利用率が上昇しています。スマートフォンでのインターネット利用率が最も低い 80 歳

以上の世代では、利用率が約 20％となっています。 

 

図表２－4 インターネット接続端末としての利用率の推移（スマートフォン） 

  

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 
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②地方自治体におけるデジタル技術の導入状況 

○ 地方自治体におけるＡＩ導入状況 

令和５（2023）年度時点で、都道府県及び指定都市におけるＡＩ5導入率は 100％、そ

の他の市区町村での導入率は 50％に達しています。直近６年間で地方自治体へのＡＩ

導入が進んでいます。 

 

図表２－5 地方自治体におけるＡＩ導入状況 

  

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 

  

 
5 人工知能のことで、人間のような知的活動（学習、推論、判断、認識、言語理解など）をコンピュータで再現する技術のこ

と。Artificial Intelligence の略。 
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○ 地方自治体におけるＲＰＡ導入状況 

令和５（2023）年度時点で、指定都市におけるＲＰＡ6導入率は 100％、都道府県での

導入率は 90％、その他の市区町村での導入率は 40％に達しています。直近６年間で地

方自治体へのＲＰＡ導入が、ＡＩと同様に進んでいます。 

 

図表２－6 地方自治体におけるＲＰＡ導入状況 

  

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 

  

 
6 人間が行うパソコン上の定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットが自動で実行する技術のこと。Robotic 

Process Automation の略。 
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○ 地方自治体における生成ＡＩ導入状況 

令和５（2023）年度時点で、都道府県における生成ＡＩ7導入率は 50％、指定都市で

の導入率は 40％、その他市町村での導入率は 10％となっています。 

 

図表２－7 地方自治体における生成ＡＩ導入状況 

  

出典：総務省 HP 令和７年版情報通信白書 

  

 
7 テキスト、画像、音声、プログラムコードなどの新しいコンテンツを自動で創り出す（生成する）人工知能のこ

と。従来のＡＩが分析や予測を得意としていたのに対し、生成 AI は創造の領域を担い、業務効率化や新たなア

イデア創出などで活用されている。 
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③自治体フロントヤード改革の取組状況 

○ 総合的な改革の実施状況 

自治体フロントヤード改革8に関する総合的な改革を実施している自治体は、全国で

は 11.2％、埼玉県内では 17.5％となっています。栃木県と山口県では 30％以上の自治

体が実施しています。 

 

図表 2-8 総合的な改革の実施状況(令和６（2024）年 4 月 1 日時点) 

  
※網掛けは上位 5 位以内の都道府県を示す｡ 

出典：デジタル庁 HP 自治体フロントヤード改革の取組状況に関するダッシュボード 

  

 
8 デジタル技術を活用し住民と自治体窓口との接点の多様化・充実化を図り、窓口業務の改善等を通じて、住

民の利便性向上と業務効率化を図る取組のこと。 
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○ 全体方針への自治体フロントヤード改革の明記状況 

自治体フロントヤード改革に関する方針を地域情報化計画等の全体方針に明記して

いる自治体は、全国では 39.3％、埼玉県内では 54.0％となっています。栃木県では 70％

以上の自治体が、東京都と京都府では 60％以上の自治体が実施しています。 

 

   図表２－９ 全体方針への自治体フロントヤード改革の明記状況（令和６（2024）年 4 月 1 日

時点） 

  
※網掛けは上位 5 位以内の都道府県を示す。 

出典：デジタル庁 HP 自治体フロントヤード改革の取組状況に関するダッシュボード 
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（２）国・県のデジタル政策の動向 

 

①国のデジタル政策の動向 

○ デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（令和２（2020）年 12 月） 

新型コロナウイルス感染症拡大により、社会が変容する中、多様な分野でデジタル化

への課題が浮き彫りになりました。 

デジタル化を迅速に進めるため、デジタル社会の目指すビジョン及びデジタル社会を

形成するための基本原則を示し、ＩＴ基本法9の見直しとデジタル庁の設置を目指すこ

とを記載した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が、令和２（2020）年 12

月に閣議決定されました。 

 

○ デジタル社会形成基本法及びデジタル庁設置法（令和３（2021）年５月） 

令和３（2021）年５月、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る

基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の策

定について規定した「デジタル社会形成基本法」が制定されました。 

同時に、デジタル社会の形成に関する司令塔として、行政の縦割り構造を打破し、行

政サービスを抜本的に向上させることを目的として、デジタル庁を新たに設置すること

を規定した「デジタル庁設置法」が制定されました。この法律に基づき、令和３（2021）

年９月１日、デジタル庁が発足しました。 

 

○ デジタル社会の実現に向けた重点計画 

デジタル社会の形成のために、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策等を定めた計

画として、令和３（2021）年 12 月、デジタル庁発足後最初の「デジタル社会の実現に

向けた重点計画」（以下「重点計画」という。）が策定され、以後毎年改定されています。 

令和７（2025）年６月に改定された重点計画における重点政策は、次のとおりとなっ

ています。 

1 ＡＩ・デジタル技術等のテクノロジーの徹底活用による社会全体のデジタル化 

の推進 

2  ＡＩ-フレンドリーな環境の整備（制度、データ、インフラ） 

3  競争・成長のための協調 

4  安全・安心なデジタル社会の形成に向けた取組 

5  我が国のＤＸ推進力の強化（デジタル人材の確保・育成と体制整備） 

 

 
9 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法。日本が情報通信技術を活用した社会を目指すための基本理念と方針を定

めた法律。平成 12（2000）年 11 月に制定された。 
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○ 自治体ＤＸ推進計画 

利用者起点で行政のデジタル化の集中改革を強力に推進するため、自治体が重点的に

取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁による支援策等を

取りまとめた計画として、令和２（2020）年 12月に最初の「自治体ＤＸ推進計画」（以

下「推進計画」という。）が策定され、以後３度改定されています。 

令和７（2025）年３月に改定された推進計画における重点取組事項は、次のとおりと

なっています。 

 1  自治体フロントヤード改革の推進 

2  自治体の情報システムの標準化・共通化 

3  公金収納におけるｅＬ－ＱＲ10の活用 

4  マイナンバーカード11の普及促進・利用の推進 

5  セキュリティ対策の徹底 

6  自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

7  テレワーク12の推進 

 

○ 自治体情報システムの標準化・共通化 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体に対し、

標準化対象とした 20 業務について、標準化基準に適合した情報システム（以下「標準

準拠システム」という。）の利用を義務付けるものです。 

原則、令和７（2025）年度末までに、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を目

指すこととなっており、標準準拠システムの利用と併せて、ガバメントクラウド13の利

用が推奨されています。 

国では地方公共団体情報システム標準化基本方針（令和６（2024）年 12月 24 日閣議

決定）において、令和７（2025）年度までに移行が困難なシステムは特定移行支援シス

テムとし令和 12（2030）年度までに移行することとしていますが、一部機能の移行後の

実装等においては令和 10（2028）年度までに実装する移行後の経過措置が示されていま

す。 

  

 
10 地方税統一ＱＲコードのこと。令和 5（2023）年 4 月から地方公共団体の地方税納付書に統一規格として印字され、

スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキングなど、様々な手段で納付することができる。令和 8

（2026）年 9 月からは、地方税以外の公金収納にも活用可能となる予定。 
11 住民からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製

のカード。顔写真付きの本人確認書類として利用できるほか、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取

引など、様々な場面で利用できる。 
12 ＩＣＴを活用し、オフィスから離れた場所（自宅、カフェ、サテライトオフィス等）で、時間や場所に縛られず、柔軟に働く形

態。 
13 政府が主導して整備・提供する政府共通のクラウドサービス基盤のこと。国や地方公共団体が、行政システム（住民基本

台帳、税務、福祉など）を集約・共通化・標準化して利用することにより、従来の縦割りシステムから脱却し、セキュリティ強

化、コスト削減、業務効率化、迅速なサービス提供を目指す。 
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②埼玉県のデジタル政策の動向 

○ 埼玉県デジタルトランスフォーメーション推進計画 

行政のデジタル化や社会全体のＤＸを推進する上での基本的な方針や取り組むべき

施策を定めた計画です。令和３（2021）年３月に最初の計画が策定され、令和６（2024）

年３月に第２期計画が策定されました。 

第２期計画における主なテーマは次のとおりとなっています。 

１  デジタルツールの更なる活用とタスク・トランスフォーメーション（ＴＸ）の推

進 

２  ユーザビリティ14を含む県民サービスの向上 

３  データの収集・分析・活用の推進 

４  「働き方改革」等と連携した未来のオフィスの構想 

５  規制改革とデジタル改革の一体的推進 

６  国・市町村等との連携強化 

 

○ 埼玉県によるＤＸの取組 

・  バーチャル埼玉（メタバース15） 

県の様々な魅力を体験・発信するため、また、相談や展示など様々なサービスを

提供するため、メタバース空間「バーチャル埼玉」をオープンしています。 

 

図表２－１０ 「バーチャル埼玉」トップページ 

 

https://virtual-sＡＩtama.pref.sＡＩtama.lg.jp/ 

 
14 製品やサービスが「ユーザーにとってどれだけ使いやすいか」を示す概念。効率性・有効性・満足度といった観点から評

価され、ユーザーが目的をスムーズに達成できるか、ストレスなく快適に利用できるかを示す。 
15 インターネット上に構築された３次元の仮想空間のこと。利用者は自分の代わりとなる「アバター」を操作し、他者と交流

する。 
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・ 埼玉県ＧＩＳ16（地理情報） 

ハザードマップやバリアフリーマップなど県が保有する様々なマップ（地理情報）

を集約し、誰でも手軽に利用できる「埼玉県ＧＩＳ」のサービスを開始しています。 

・ オープンデータ17ポータルサイト18（オープンデータ） 

「埼玉県オープンデータポータルサイト」では、県と市町村のオープンデータを

検索しダウンロードすることができます。 

・  データ連携基盤 

令和６（2024）年５月、国から示された「データ連携基盤の共同利用の基本的な

考え方」を踏まえ、県と県内市町村の連携によるデータ連携基盤の効率的かつ効果

的な活用に向けて、「埼玉県におけるデータ連携基盤共同利用に関するビジョン」

を策定しました。 

  

 
16 地理情報システムのことで、位置情報（緯度経度など）と様々な情報を結びつけ、コンピュータ上で地図上に重ねて表

示・管理・分析するシステム。社会インフラ管理、都市計画、マーケティング、防災など幅広い分野で活用されている。

Geographic Information System の略。 
17 国や自治体、企業などが持つ公共性の高いデータを、誰でも（営利・非営利問わず）、無償で、加工・再配布できるよう

に、機械判読可能な形式でインターネット上に公開する取組。及びそのようなデータそのもの。 
18 インターネット上の様々な情報（ニュース、天気、検索エンジン、メールなど）やサービスへの「入口（ポータル）」となる

Web サイトのこと。 
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（３）本市のデジタル化の取組状況 

①概要 

飯能市では、「飯能市地域情報化基本計画」（平成 11（1999）年３月）、「飯能市地域情 

報化推進プラン」（平成 21（2009）年３月）、「飯能市地域情報化推進計画」（平成 28（2016） 

年３月）、「第 2 次飯能市地域情報化推進計画（以下「前計画」という。）」（令和 4（2022） 

年３月）を策定し、情報化・デジタル化を推進してきました。 

 

②これまでのデジタル化の取組 

 

○ 情報発信・提供の充実 

平成 13（2001）年度にホームページを開設、平成 23（2011）年度にＣＭＳ19化を実施、

令和４（2022）年度に全面リニューアルしました。 

事前にメールアドレスを登録すると、市からのお知らせ、イベント情報、防災防犯な

どの情報が配信されるメール配信サービスを導入し、公式ＳＮＳ20として、市Ｘ（旧Ｔ

ｗｉｔｔｅｒ）は平成 24（2012）年度から、Ｆａｃｅｂｏｏｋは平成 26（2014）年度か

ら、Ｉｎｓｔａｇｒａｍは令和４（2022）年度から運用を開始しており、行政・観光・

防災等の情報、市のイベント情報などを発信しています。 

 

○ 行政サービスの利便性向上及び事務の効率化の推進 

平成３（1991）年度に基幹系システムの即時処理運用を開始して以来、住民基本台帳

ネットワーク（平成 14（2002）年度）、県内市町村の共同利用による電子申請システム

（平成 18（2006）年度）、富士見地区行政センターを除く地区行政センターでの証明発

行、転居等の異動手続業務（平成 24（2012）年度）、マイナンバーカードを利用したコ

ンビニ交付サービス（令和元（2019）年度）を導入しました。令和６（2024）年度には、

市役所本庁舎市民課ロビーに証明書交付端末を設置し、コンビニと同様にマイナンバー

カードで各種証明書が取得できるようになりました。 

平成 27（2015）年度に、それまでの「施設予約状況確認システム」から狭山市・入間

市との共同利用による「公共施設予約サービス」に加入し、３市共同利用及びインター

ネットからの予約申込が可能となりました。 

令和５（2023）年度に給付事業にデジタルクーポンを活用、令和６（2024）年度に福

祉総合相談のＡＩ活用事業を導入、窓口混雑緩和システムを導入し、便利でやさしい市

民サービスに取り組んでいます。 

 
19 プログラミング等の専門知識がなくても、Web サイトの文章や画像などのコンテンツを簡単に作成・更新・管理できるシ

ステム。Content Management System の略。 
20 インターネット上で人々が繋がって交流し、文章・写真・動画などを共有・発信できる会員制のサービス。Social 

Networking Service の略。 
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庁内情報系システムについては、平成７（1995）年度に全庁型財務会計システムの運

用を開始して以来、文書管理等のシステム化を推進しています。 

平成 24（2012）年度には議会、庁内会議のタブレット導入によるペーパーレス化、令

和２（2020）年度にＲＰＡ、ビジネスチャットツール21並びにＡＩ-ＯＣＲ22の導入、令

和６（2024）年度にはＡＩによる音声テキスト化システムを導入しました。令和７（2025）

年度に生成ＡＩ利用ガイドラインを策定し、先進技術を取り入れた業務効率化に取り組

んでいます。 

国が主導する自治体情報システムの標準化・共通化に伴い、本市においても、対象と

なる 20 業務について令和７（2025）年度に標準準拠システムへ移行しました。 

 

○ 地域情報化を支えるデジタルインフラの整備 

平成 22（2010）年度に吾野・東吾野・名栗地区に光ファイバ23網を整備するとともに、

地区行政センター等の公共施設及び市内主要箇所に公衆無線ＬＡＮ24「Ｈａｎｎｏ Ｆ

ｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」を配備し、地域間の情報格差の解消に努めています。 

平成 27（2015）年度に自治体総合アプリ「飯能市ご当地アプリ」を導入し、本市のイ

ベント・観光情報、子育て情報、予防接種管理機能、スポット情報、ごみ収集カレンダ

ー、防災行政無線連携、スタンプラリーやクーポンなど、様々な機能を提供していまし

た。令和５（2024）年度にリニューアルし、電子申請、トピックス・ＧＩＳ機能を追加

し、利便性が向上しました。 

令和２（2020）年度にＧＩＧＡスクール構想25により、公立小中学校で１人１台のＬ

ＴＥ26対応のタブレット端末を導入し、「学びの改革」を推進しています。 

 

○ データの積極的利活用の推進 

令和２（2020）度に統合型ＧＩＳを導入し、ハイキングコース、ウオーキングコース

の地図情報をインターネット上で提供しています。 

令和６（2024）年度に公開型ＧＩＳポータルサイト「飯能市ＧＩＳ」の運用を開始、

都市計画関連情報、市道等路線情報、ハザードマップなどを新たに公開し、来庁せずに

 
21 インターネット経由でリアルタイムにテキストメッセージを送受信できるコミュニケーションツールのこと。SNS のような

手軽さを備え、場所を問わずスピーディーに、社内外のコミュニケーション効率化を実現する。 
22 AI 技術を組み合わせることで、手書き文字や複雑なレイアウトの文書でも高精度で読み取り、テキストデータに変換す

る技術のこと。従来の OCR（文字認識機能）に比べ、手書き文字や崩れた文字、多様なフォーマット（請求書、申込書など）

でも高精度な文字認識を実現している。 
23 高純度のガラスやプラスチックで作られた光信号の伝送路。電磁気の影響を受けにくく、高速・大容量・長距離のデータ

伝送を可能にするため、現在の高速インターネット通信の基盤として広く利用されている。 
24 無線通信を利用してパソコンやスマホ、家電などをネットワークに接続する技術のこと。Wi-Fi ともいう。 
25 1 人 1 台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することにより、多様な子供たちを誰一人取り残すこと

なく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境の実現に向けた取組。文部科学省の主

導で、令和元（2019）年より開始された。 
26 モバイル通信規格の一つで、3G から 4G への移行期に登場した規格。事実上 4G の標準規格として広く使われてお

り、3G に比べて高速大容量通信と低遅延を実現し、動画視聴やオンラインゲームを快適にしている。 
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地図情報を、スマートフォンや自宅のパソコンから、インターネットを使用して閲覧す

ることができるようになっています。 
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②前計画の進捗評価・総括 

前計画では、基本理念として「市民と行政で共に創るデジタル社会の推進」を掲げ、「市

民にとって便利でやさしい ＩＣＴ 活用の推進」、「データの積極的な利活用の推進」、「デ

ジタル技術を活用した効率的で持続可能な行政運営の推進」を基本方針として、令和４

（2022）年度から令和７（2025）年度までの４年間で 35 の事業に取り組んできました。 

 

○ 目標達成度について 

前計画では、具体的な取組を進めるために各事業のもとに個別事業計画を関係部署が

策定していました。個別事業計画数は事業ごとに異なっており、関連部署が多い事業ほ

ど個別事業計画数は多くなっています。 

目標達成度は関係部署が作成した個別事業計画数のうち、目標を達成した計画数の割

合を示したものです。 

 

○ 前計画の目標達成状況 

 前計画の目標達成状況（令和７（2025）年度達成見込みを含む。）は 76.1％でし 

た。 

 ３つの基本方針ごとの目標達成状況は、基本方針３「デジタル技術を活用した効 

 率的で持続可能な行政運営の推進」が 72％でしたが、他の２つは 77％でした。 

 目標達成度が 50％に達しなかった事業は、基本方針１のうち３事業､及び基本方 

針３のうち２事業の､計５事業でした｡ 

 概ね前計画の目標を達成することはできましたが、目まぐるしい社会の変化によ 

り、自治体に求められる役割は大きく変化しており、それらに迅速に対応することが 

求められています。 

 

○ 各方針の目標達成状況 

 

 基本方針１ 市民にとって便利でやさしいＩＣＴ活用の推進 目標達成度  77.4％ 

事業名 達成度 

1-1-1 申請等手続のオンライン化の推進 74.6% 

1-1-2 オンラインイベント、相談等の検討推進 100.0% 

1-1-3 マイナポータルのぴったりサービスの活用による重要手続の電

子化 
100.0% 

1-1-4 マイナンバーカードの普及促進 100.0% 

1-1-5 住民票の写し等証明書等コンビニ交付サービスの利用促進 100.0% 

1-1-6 ＩＣＴを活用した診療サービスの充実 0.0% 

1-1-7 電子書籍等非来館型サービスの検討 0.0% 

1-1-8 デジタルアーカイブによる博物館資料の公開 0.0% 

1-2-1 効果的な情報発信 100.0% 
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1-2-2 ＩＣＴを活用した情報取得の利便性向上 100.0% 

1-2-3 関係団体との会議におけるＩＣＴ活用 50.0% 

1-2-4 ＩＣＴを活用した学校教育への学習支援 100.0% 

1-3-1 ＩＣＴ利用の機会等の格差是正のための支援検討 100.0% 

1-3-2 ＩＣＴ活用支援の実施 100.0% 

1-3-3 携帯電話等の不感地域対策 100.0% 

1-3-4 公衆無線ＬＡＮアクセスポイントの維持管理 100.0% 

1-3-5 山間地域の公設光ファイバ網の維持管理 100.0% 

1-4-1 ＩＣＴリテラシー向上のための啓発 100.0% 

 

 基本方針２ データの積極的な利活用の推進         目標達成度 77.8％ 

事業名 達成度 

2-1-1 市民、事業者にとって利用価値のあるデータの公開 66.7% 

2-1-2 ＧＩＳを活用した観光公衆トイレ、ハイキングコース、ウオー 

キングコースに関する情報提供 
100.0% 

2-2-1 多様な主体によるデータ利活用の推進 100.0% 

2-2-2 データを活用した客観的根拠に基づく政策立案 100.0% 

2-2-3 統合型ＧＩＳを活用した庁内地図情報の共有 66.7% 

 

 基本方針３ デジタル技術を活用した効率的で持続可能な行政運営の推進  

目標達成度 72.5％ 

事業名 達成度 

3-1-1 基幹系システムの標準化 100.0% 

3-2-1 ＲＰＡによる業務効率化 100.0% 

3-2-10 ＡＩを活用した業務の効率化 66.7% 

3-2-2 テレワーク勤務制度の検討 100.0% 

3-2-3 庁内手続のオンライン化 100.0% 

3-2-4 ペーパーレス会議の拡充 100.0% 

3-2-5 デジタルで完結する行政事務の検討 42.9% 

3-2-6 ビジネスチャットツール、Ｗｅｂ会議システム活用による業務

効率化 
100.0% 

3-2-7 デジタルを活用した効率的な資料保管 33.3% 

3-2-8 費用対効果が高いシステム利用の推進 100.0% 

3-2-9 システム導入による行政効率化の検討 100.0% 

3-3-1 セキュリティ対策の徹底 100.0% 
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③関連計画におけるデジタル政策 

○ 第６次飯能市総合振興計画 

総合振興計画は、今後のまちづくりの総合的な方針を示すもので、本市が策定するす

べての関連計画の最上位計画として位置付けられています。 

令和８（2026）年３月、令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までを計画期間

として本市が目指すまちづくりの方針を明らかにした基本構想、及び令和８（2026）年

度～令和 12（2030）年度を計画期間として分野ごとの基本的な施策を体系的に示した前

期基本計画が、それぞれ策定されました。 

基本構想では、本市が目指す将来都市像を「人・自然・未来がつながる 森林文化都

市 はんのう ～好循環を育む ずっと暮らしたいまち～」とし、将来都市像の実現に

向け５つのまちづくりの基本目標を定めました。このうち、基本目標５ 「つながりづ

くり ～持続可能な仕組みをつくる～」において、デジタル技術の活用などの行財政改

革に取り組むことが基本的な考え方として示されています。 

前期基本計画では、施策 25 情報政策（ＤＸ）において、施策が目指すまちの姿を「誰

一人取り残さないデジタルでつながる便利なまち」とし、デジタル化による市民サービ

スの向上、デジタルを活用した地域の魅力向上、市民サービス向上のための行政事務効

率化に取り組むこととしています。 

 

○ 第８次飯能市行政改革大綱 

行政改革大綱は、基本構想が掲げる将来都市像実現に向けた行政改革の具体的手法を

示すもので、戦略的な行政運営の仕組みを確立するための計画です。 

令和８（2026）年３月、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５か年を

計画期間とし、「人口減少時代に挑む持続可能な行政」を理念として、限られた財源・人

材を最大限活用し、先進的な取組を取り入れ持続可能な行政運営モデルの確立を目指す

こととし策定されました。 

行政改革の３つの基本方針のうち、「人口減少を見据えた行財政運営」において、ＤＸ

を推進し、限りある人材の中で持続可能な行政サービスを提供することとしています。 

また、「人材育成による行政運営の質の向上と働き方改革」において、デジタル等を

活用した業務改善により効率的・効果的な行政運営と職員の柔軟な働き方がしやすい環

境を整備することとしています。 

加えて、「協働でともに進めるまちづくり」において、デジタルツールを活用したオ

ンラインでの意見交換や情報発信の強化による市民協働の深化、オープンデータ化の推

進など市政情報の発信強化、民間事業者・大学・市民団体等とのデータ共有・分析を通

じた合理的根拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ27）の推進など公民連携による「三方良し」

の実現に取り組むこととしています。 

 
27 証拠に基づく政策立案のこと。政策の立案や実行を勘や経験だけでなく、データや統計などの客観的

な根拠（エビデンス）に基づいて行う手法。 



22 

 

○ 飯能市緊急財政対策プラン 

令和７（2025）年度予算編成において大幅な収支の乖離が発生し、本市の財政が資

金面において極めて危機的な事態に直面している中、危機的状況からいち早く脱却し、

将来にわたり持続可能な行財政運営を確立することを目指し、全庁を挙げて歳入確保

と歳出抑制に緊急的・集中的に取り組むための基本方針・取組方針等が示されました。 

令和７（2025）年度及び令和８（2026）年度の２か年を計画期間とし、「財政調整金及

び減債基金の合計残高を、本市の標準財政規模の 10％以上確保すること」、及び「歳入

規模に応じた、適正かつ持続可能な予算規模を見極め、歳入に見合った歳出への転換を

図ること」を目標として、全職員が一丸となって緊急財政対策に取り組むこととしてい

ます。 
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（４）市民・職員等のデジタル化に対する意識 

 

①市民のデジタル化に対する意識 

○ 市民アンケート調査 

本計画の策定にあたり、市民のデジタル・ＩＣＴ利用状況や電子的な行政サービスに 

対するニーズを把握するために、市内在住の 18歳以上の方から無作為に抽出した 

2,000 人を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

調査方法：郵送による調査票の配布、郵送又は電子申請による回答 

調査対象：市内に居住している 18 歳以上の方から無作為抽出した 2,000 人 

調査時期：令和６（2024）年９月～10 月     

回 収 数：794 人（回収率 39.7％） 

 

○ インターネットの利用状況 

インターネットを「利用している」は 83.5％、「家族に操作を頼む」を含めると 85％

以上が利用しているとなっています。 

令和７年版情報通信白書によれば、全国でのインターネット利用率（個人）は 85.6％

であり、全国的な傾向と比べてあまり差はありませんでした。 

 前計画策定時のアンケート調査（令和３（2021）年３月実施）では、インターネット

利用率は 85.8％であり、当時と比べてあまり差はありませんでした。 

「利用していない」は 12.2％、特に 70歳以上で 31.8%と高くなっています。 

利用しているインターネットサービスは、「検索」「ＬＩＮＥなどのメッセージアプリ」

「ニュースの閲覧」が 80％以上、次いで「ショッピング・チケット購入・ホテル予約な

ど」「地図情報の利用」「動画・音楽の視聴」が 70％以上となっています。 

 

図表 2－11 インターネットの利用状況    図表 2－12 インターネットサービスの利用状況 
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「行政機関への各種手続」は、インターネットサービス利用者の利用率は 37.0％でし

たが、インターネットサービス非利用者が今後利用してみたいサービスでは 33.4%とな

っています。また、利用済みを含めた「なし」は 40.3％となっています。 

60 代以上のみを抽出すると、「行政機関への各種手続」へのニーズが比較的高くなっ

ています。 

 

図表 2－13 現在利用していないが、     図表 2－14 同 60 代、70 代のみ抜粋 

今後利用してみたいサービス 
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○ キャッシュレス決済の利用状況 

キャッシュレス決済は 80％以上が利用している状況でした。「利用していない」は

16.4％、そのうち 50 代以上が 10%以上になっており、特に 70 歳以上では 33.9%が利用

していない結果となりました。 

利用しているキャッシュレス決済の種類としては、クレジットカードの利用が 86.6%、

交通系電子マネーが 79.8％とこの２つの利用が多く、次いでコード決済となっていま

す。 

年代別の利用状況を見ると、一番の違いはコード決済であり、年齢が上がるにつれて

利用率が低くなっています。 

 

図表 2－15 キャッシュレス決済の利用状況   図表 2－16 キャッシュレス決済サービス                                                             

の利用状況 

 
 

図表 2－17 キャッシュレス決済サービスの   図表 2－18 キャッシュレス決済を利用し 

て利用状況（年代別）                 いない理由 
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○ 市の情報発信 

市政情報の取得先としては、「広報

はんのう」が 81.5％と最も多くなっ

ています。次いで「市ホームページ」

の 40.6％となっています。 

市ご当地アプリや、市Ｘ（旧Ｔｗｉ

ｔｔｅｒ）、市Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、市

Ｆａｃｅｂｏｏｋといった市公式Ｓ

ＮＳはあまり利用されていない状況

でした。 

年代別に見ても、大きな傾向に変化

はなく、「広報はんのう」、「市ホームペ

ージ」、「市パンフレット・チラシ」が

よく見られています。 

 

 

 

 

○ 市のデジタル化の取組 

市の電子的行政サービスの利用状

況は、「市ホームページ」が 56.5%と

最も多く、次いで「マイナポータル
28」と「証明書のコンビニ交付」が約

30％で続いています。 

「利用している」と「知っているが

利用したことはない」を合わせた認知

度は、「市のホームページ」が 84.5％

と高くなっています。 

「証明書のコンビニ交付」は、認知

度は 84.9％と一番高いですが、利用は

30％に満たない状況となっています。

「各種電子申請」も、認知度は 50％を

超えていますが、利用率は 15.3％と低

くなっています。 

 
28 政府が運営する個人向け行政サービスのオンライン窓口。マイナンバーカードを利用して、引越しやパスポートなどの

手続き、医療費などの本人情報の確認などの行政サービスを利用できる。 

図表 2－19 市政情報など市からの情報取得先 

図表 2－20 飯能市が提供している電子的な 

行政サービスの利用状況 
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飯能市のデジタル社会の進展に

対する期待としては、「行政サービ

ス」が 49.5%と最も多く、次いで

「防災防犯」が 43.2％、「健康・

医療」、「介護・福祉」の分野が 30％

を超えて続いています。また、「交

通」も約 30％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の行政サービスとして実現してほしいサービスとしては、「スマホ、ＰＣで市役所

の申請等の手続が完了できる」が 61.5%と最も多く、次いで「火災や地震などの災害情

報や防災情報がリアルタイムで発信される」、「知りたいことが市のホームページで簡単

に見つけることができる」、「市役所からの必要な情報がスマートフォン等に配信される」

の分野が続いています。 

 

図表 2－22 飯能市の行政サービスとして実現してほしいサービス（5 つまで選択） 

 

  

図表 2－21 飯能市がデジタル活用を進めてい 

くべきと考える分野（3 つまで選択） 
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②職員のデジタル化に対する意識 

 

○ 職員アンケート調査 

本計画の策定にあたり、本市の情報化・デジタル化推進に向けた職員の意識や考え 

を把握するために、市職員を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

調査方法：庁内システムを通じた Web アンケート方式 

調査対象：飯能市職員 1,155 人（正規職員 605 人、会計年度任用職員等 550 人） 

調査時期：令和７（2025）年６月 

回 収 数：206 人（回収率 17.8％）  

正規職員 188 人（回収率 31.1％）、 

会計年度任用職員等 18人（回収率 3.3％） 

 

○ 行政手続のデジタル化・ＤＸ 

デジタルファースト29、ワンスオンリー30、コネクテッド・ワンストップ31のいずれも、

実現できていないと認識している職員が大半となっています。 

 

図表 2－23 行政手続のデジタル化原則が実現できていると感じるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 行政手続のデジタル化原則の 1 つで、「個々の手続きが一貫してデジタルで完結する」という考え方。 
30 行政手続のデジタル化原則の 1 つで、「一度提出した情報は再提出不要」という考え方。 
31 行政手続のデジタル化原則の 1 つで、「民間サービスも含め、どこでも 1 か所でサービスが実現する」という考え方。 
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図表 2－24 行政手続のデジタル化原則が実現できていないと感じる点 

デジタルファースト ワンスオンリー コネクテッド・ワンストップ 

· 紙媒体への依存とアナロ

グな運用 

· デジタルシステムの不十

分な活用と連携不足 

· 市民側の課題と配慮不足 

· 組織・人材・意識の課題 

· 法制度・環境の課題 

· 複数の窓口・部署での情

報再提出の要求 

· アナログな情報連携とデ

ータ活用不足 

· デジタルシステムの機能

不足と浸透不足 

· 住民側の利用実態と慣習 

· 複数窓口・部署間の連携

不足 

· アナログな情報伝達とシ

ステム間の不連携 

· デジタルシステムの不十

分な整備と活用 

· 市民側の利便性への配慮

不足 

 

○ 庁内業務のデジタル化・ＤＸ 

庶務的な業務について、改善の必要性を感じている職員が 80％を占めています。 

部署特有の専門的な業務について、改善の必要性を感じている職員が 60％を占めて

います。 

 

      図表 2－25 庶務的な業務の中で、改善することで効率的になると感じる業務やプロセスは            

あるか 

  

庁内業務で改善が必要と感じる業務内容では、主に会計・経費処理、勤怠管理・人事

関連事務、文書管理等となっています。 

      また、改善が必要と感じる業務内容と新たに必要と考えるデジタルツールの提案は

次のとおりです。 

 

＜改善が必要と感じる業務の内容＞ 

 会計・経費処理 

伝票処理、会計伝票、経費精算、契約書、等 
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 勤怠管理・人事関連業務 

出勤簿・年休簿、時間外勤務命令簿、業績評価シート・能力行動評価シート、職員の出

欠勤・滞在状況の把握、等 

 文書管理・情報共有 

文書の起案・決裁・供覧、メールの確認、庁内での情報共有、等 

 

図表 2－26 所属部署特有の業務において、改善することで効率的になると感じる業務や        

プロセスはあるか 

  
部署特有の専門的な業務について、改善の必要性を感じている職員が 60％を占めて

います。 

 

＜改善が必要と感じる業務の内容＞ 

 会計・経費・支払関連業務 

 各種申請・手続の電子化・オンライン化 

 情報連携・データ活用・システム改善 

 

＜庁内の業務を効率化するために、新たに必要と考えるデジタルツール／システム＞ 

 ＲＰＡ 

 ＡＩ 

 電子決裁・文書管理システム 

 各種電子申請システム・オンライン手続関連 

 チャットツール・コミュニケーションツール 

 ＧＩＳ 
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○ 地域向け業務のデジタル化・ＤＸ 

地域向けの業務について、改善の必要性を感じている職員が 51％となっています。 

 

    図表 2－27 市民等向けの業務において、改善することで効率的になると感じる業務やサー 

ビスはあるか 

 

  

 

＜改善が必要と感じる業務の内容＞ 

 各種申請・手続のオンライン化・電子化 

 窓口業務・来庁不要化 

 情報連携・共有・システム改善 

 

＜市民等向けの業務において、新たに必要と考えるデジタルツール／システム＞ 

 オンラインサービス・電子申請システム全般 

 ＡＩ関連 

 情報発信・市民向けアプリ 

 ＲＰＡ 

 ドローン32・スマートメーター33等 新技術 

 その他 

 

  

 
32 人が乗らずに遠隔操作や自動操縦で飛行する機器のこと。 
33 通信機能を備え、30 分間など短い間隔で定期的に電気や水道等の使用量を計測・記録できる、次世代型の計測器。 
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○ 市のデジタル化・ＤＸ全般 

市が重点的に取り組むべきデジタル施策について、「デジタル人材の確保・育成」「組

織体制の整備」を挙げる職員がそれぞれ 50％以上となっています。 

市のデジタル化の推進にあたり、特に「人材」と「市民の理解・協力」が、大きな強

みとして認識されています。逆に、特に「財源不足」と「高齢化に伴う市民のデジタル

リテラシー34の課題」が、本市におけるデジタル化推進の弱みとして認識されています。 

 

図表 2－28 飯能市として重点的に取り組むべき項目（３番目まで選択） 

 
 

図表 2－29 デジタル化の推進に当たり、飯能市の強み／弱みだと感じること 

強み 弱み 

· 職員・人材 

· 市民の理解・協力 

· 既存のデジタル化への取組・基盤 

· 他自治体との連携・学習可能性 

· デジタル化のメリット実感と期待 

· 財源・予算 

· 市民のデジタルリテラシー・デジタルデバ

イド35 

· 職員・人材 

· 市域・通信環境 

· 既存のデジタル化の遅れ・システムの課

題 

 

  

 
34 コンピュータやインターネットなどのデジタル技術を正しく理解し、情報を適切に収集・判断・活用できる知識やスキル、

そして主体的に使いこなす能力のこと。単なる操作スキルだけでなく、セキュリティ意識、倫理観、問題解決能力、新しい技

術への適応力までを含む。 
35 インターネットやパソコンなどの情報通信技術を「使える人」と「使えない人」の間で生じる、情報へのアクセス機会や知

識・スキル、それによって得られる恩恵（情報量、社会参加、経済的機会など）の格差のこと。 
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③庁内ヒアリング 

○ 庁内ヒアリング調査 

本計画の策定にあたり、各部署における情報化に関する施策の取組状況を把握する 

とともに、今後の情報化に向けた意向を確認し、その内容を本計画に反映するため 

に、アンケートなどを通じて課題が多く挙がった部署を中心にヒアリングを実施しま 

した。 

 

実施時期：令和７（2025）年７月 17 日、18 日、22 日 

対象部署：窓口部門（市民課、収税課、こども支援課、他）、維持公園課、自治振興 

課、観光・エコツーリズム課、会計課、職員課、他 

 

○ ヒアリングで挙げられた主な課題等（抜粋） 

 各部署とも、情報化に向けた検討はされており、一部事業化も進んでいる。 

 

 一方で、検討段階で様々な課題が出され、事業化に着手できていない部署が多 

く見られた。 

⇒ 費用対効果を勘案しつつ、真に必要な情報化・デジタル化については積極的 

 に推進すべき。 

 

 事業化された取組について、より効果的な活用が見込まれるものがあるにもか 

 かわらず、十分な活用ができていない取組も見受けられた。 

⇒ 全体最適を目指した情報化・デジタル化を図るため、各部署で導入されたシ 

ステム・ツールの洗い出しが必要。 

その上で、必要な情報化・デジタル化施策を選別して取り組むことが必要。 

 

 デジタル化に向けた旗振り役が不明瞭で、各部署がそれぞれの所管内で対応 

を進めている状況。 

⇒ 各部署の情報化・デジタル化をけん引する職員（デジタル推進員等）を定め 

るとともに、全庁的な情報化・デジタル化の推進と連動した体制の構築が必要。 
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④若手職員によるデジタル化施策の検討 

○  若手職員対象ワークショップ 

本計画の策定にあたり、本市の情報化・デジタル化推進に向けた施策に職員の意 

見やアイデアを取り込み、職員にデジタル化・ＤＸに向けた機運の醸成を図るため 

に、若手職員を対象にワークショップを実施しました。 

 

テーマ：「上司のわたし、未来のわが市」 

参加者が課長になったと仮定し、本市が抱える課題とその解決策につい 

てブレインストーミング36を行いました。 

参加者：主任級以下の職員 20 名 

実施時期：令和７（2025）年７月 29 日（火） 

 

○ 施策検討で挙げられた主な課題等（抜粋） 

 市民の申請や職員の内部事務において、紙面の手続が多く、手作業が多く残っ 

 ている。 

⇒ デジタル化する業務の洗い出しが必要。 

 

 デジタルに慣れていない来庁者も多く、職員でも既存デジタルツールを活用し 

きれていない。 

⇒ デジタルに不慣れな人にもやさしい仕組みと職員のデジタル活用力向上が 

必要。 

 

 便利なデジタルサービスが市民に活用してもらえていない。 

⇒ 既存デジタルサービスの利便性の周知や体験してもらうことが必要。 

 

 導入することで利便性の高まるサービスはあるが、導入する予算確保が難し 

い。 

⇒ 既存事業の見直し、優先度を決めることでメリハリのある投資が必要。 

 

 煩雑な手続、複数回同じ内容を記載する手続、窓口待ち時間が長い手続がまだ 

残っている。 

⇒ 手続の簡素化など来庁負担を軽減し市民・職員双方が楽になるＤＸが必要。 

 

  

 
36 複数人で自由にアイデアを出し合い、創造的な解決策や新たな発想を短時間で大量に生み出すための発想法。 
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（５）本市のデジタル化・ＤＸ推進に向けた課題 

 

○ デジタル利活用の幅広い浸透 

デジタル機器の普及、インターネットの利用が、高齢者を含め幅広く浸透しています。 

70 歳以上でも 60％がインターネット、キャッシュレス決済を利用しており、デジタ

ルの利活用が幅広い年代で浸透しています。 

⇒ デジタルを活用した、行政サービスの提供を進めることにより、デジタル利活用

が浸透している市民への利便性向上を図ることが必要です。 

併せて、デジタルが浸透していない市民への支援を実施することで、誰一人取り

残さないデジタル化を推進することが必要です。 

 

○ 行政サービスのデジタル化への高い期待 

市民が今後利用してみたいサービスとして、「行政機関への各種手続」が最上位とな

っており、市民が本市に実現してほしいと考えている行政サービスは、「スマホ、PC で

市役所の申請等の手続が完了できる」が最上位となっています。 

また、行政サービスのデジタル化に対する期待に応えるため、国・県等は行政サービ

スのデジタル化に向けた様々な施策を検討し展開しています。 

⇒  市民ニーズを踏まえた行政サービスのデジタル化・ＤＸを推進することが必要

です。 

 

○ 行政サービスのデジタル化の遅れ 

前計画の目標達成状況をみると、「基本方針３ デジタル技術を活用した効率的で持

続可能な行政運営」の目標達成が最も低く、他の基本方針と比べ約５ポイント低い結果

でした。 

職員アンケートでは、庁内業務の改善による効率化が必要と考えている職員が、全体

の 50％以上を占めています。 

⇒ 庁内外の行政サービスのデジタル化・ＤＸにより、業務を効率化し、市民サービ

スの向上と職員の負担軽減を両立させることが必要です。 

 

○ 厳しい財政状況 

将来にわたり持続可能な行財政運営を確立するため、令和７（2025）年度より、全庁

を挙げて歳入確保と歳出抑制に緊急的・集中的に取り組んでいます。 
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証明書のコンビニ交付、各種電子申請、公共施設予約サービスなど、「知っているが

利用したことはない」行政サービスが複数存在している状況となっています。 

⇒ 導入済みサービスの見直しや利用促進を図るなど、効果的・効率的なデジタル化・

ＤＸの推進に取り組むとともに、限られた資源の中でも持続可能な行政運営を実現

するために、費用対効果を重視したメリハリのあるデジタル投資を行うことが必要

です。 

 

○ デジタル化・ＤＸ推進に向けた人材育成・体制整備 

職員アンケートでは、ＤＸ推進に向け、重点的に取り組むべき事項として、「デジタ

ル人材の確保・育成」、「組織体制の整備」が上位となっています。 

国等による施策の一つとして、自治体におけるデジタル人材育成が挙げられています。 

⇒ デジタル化・ＤＸの推進に向けた人材育成・体制整備に取り組むことが必要です。 
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第３章 本市のＤＸ推進の基本方針 

（１）基本理念 

本計画は、基本構想が掲げる将来都市像「人・自然・未来がつながる 森林文化都市 は

んのう ～好循環を育む ずっと暮らしたいまち～」の実現のため、デジタルの利活用を通

じて、市民の利便性向上、行政サービスの効率化及び品質向上、業務の効率化及び職員の負

担軽減の実現などに向けた取組の方向性を示すものです。 

デジタルの利活用により、本市が抱える課題の解決に向け取り組むにあたっての基本理念

を次のとおり定めます。 

 

基本理念 
人に優しいデジタル社会の実現に向けた 

自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ） 

 

 

（２）推進方針 

基本理念の実現に向けたデジタル利活用方策の検討にあたり、３つの推進方針を掲げ、本

市の課題解決に取り組むこととします。 

 

推進方針１ 将来都市像の実現に資するデジタル改革の推進 

基本構想が掲げる本市の将来都市像の実現につながるデジタル改革を推進します。 

本市の環境を踏まえ、デジタルの恩恵を世代や地域などにかかわらず、誰もが享受で 

きる誰一人取り残さないデジタル改革を市民・事業者・行政が一体となって目指しま 

す。 

ＤＸはデジタル化の実現が目的ではなく、社会の仕組みをより良い方向へ改革すること 

が目的であることを念頭に置き、デジタル改革を進めます。 

 

推進方針２ 費用対効果を重視したメリハリのあるデジタル投資 

限られた資源の中で最大の効果を生み出すために、デジタル施策の優先順位を明確化 

し、最小の投資で最大の効果が得られる分野へのデジタル投資を重点的に進めます。 

導入後の運用・保守コストも含めたトータルコストを踏まえた中長期的な視点を重視 

し、持続可能なＤＸ施策を推進します。 

 

推進方針３ 基盤 － 仕組み － 人財 三位一体のデジタル改革の推進 

デジタル改革の効果を最大限発揮するためには、システムやツール、サービスなどのデ 
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ジタル基盤の導入だけでなく、デジタル化に合わせた制度、業務プロセスなどの仕組みの 

見直し、デジタルの利活用による改革を実現できるデジタル人財37の育成を一体的に進め 

ることが必要です。三位一体38のアプローチにより、本市全体のデジタル化を加速し、市 

民へのサービス向上を図ります。 

 

 

（３）基本方針 

基本理念の実現に向けて、３つの基本方針を定め、本市の課題解決に向けたデジタル施策

や事業を推進します。 

 

基本方針１ ＤＸによる市民サービスの向上 

デジタル社会の進展に合わせ、市民にとって便利でやさしい行政サービスを実現するた

め、窓口をはじめとした市民向けサービスのデジタル化を推進します。 

デジタル化による市民の利便性向上に資するため、本市のデジタル環境の整備を進めま

す。 

 

基本方針２ ＤＸによる地域の魅力向上 

デジタル化による市民の生活環境の質の向上や地域産業の活性化などに努め、本市の魅

力向上を図ります。 

 

基本方針３ 地域ＤＸを推進するための行政ＤＸ 

行政サービスの品質向上や地域の魅力向上に努めるため、情報セキュリティに配慮しつ

つ、市役所内部のデジタル化を推進します。 

ＤＸ推進にあたり障壁となる制度等の見直しを進めるとともに、デジタル社会に適応し

た職員となるためのデジタル人財育成に取り組みます。 

 

  

 
37 DX を進めるには「人が貴重な財産である」という考えから、本計画では、DX を推進する技能を持った職員を「デジタ

ル人財」と位置づけている。 
38 3 つの要素が一体となって機能すること。 
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（４）推進体制 

デジタルの利活用による本市の課題解決に当たり、以下の体制で施策を推進します。 

 

図表３-１ 本計画の推進体制 

 

 

 

「飯能市情報システム委員会」において、デジタルの利活用による行政サービスの効率 

化及び品質向上、デジタル化・ＤＸによる業務の効率化及び職員の負担軽減等に係る調査及

び実施について、本計画の進行状況等を把握し評価することで、その進捗を図ります。 

重要な施策の意思決定においては、市長をトップとする会議体にて決定することで、社 

会の変化に合わせた迅速な意思決定を実現し、デジタル改革を推進します。 

デジタル改革の効果的な運用のために、必要に応じ、部署横断型のワーキンググループ 

をつくるとともに、外部専門人材を活用することで、効果的・効率的なデジタル化・ＤＸの

推進に取り組みます。 
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（５）進捗管理 

現代社会は、不安定で変化の速度が速く、未来が予測しにくい時代となっており、「急な

環境変化」や「今までの常識が適用できない問題」に迅速に対応しなければなりません。そ

れらに対応するため、本計画の進捗管理は、その局面に応じたマネジメントサイクルを適用

します。 

 

図表 3－2 本計画の進捗管理 

 

 

計画どおりに進みにくく、対応が遅れると大きな影響を受ける可能性がある「不確実性の

高い短期的な変化」へは、機敏な意思決定が可能なＯＯＤＡループ39に基づき、迅速な対応

を図ります。 

計画全体を対象とした体系的なマネジメントと継続的な改善が必要な中長期的なサイク

ルでは、ＰＤＣＡサイクル40に基づき、計画的な評価と改善を行います。また、ＰＤＣＡサ

イクルの間にＯＯＤＡループを組み込むことにより、変化に対応した計画の見直しを実現し

ます。 

 

 
39 Observe（観察）→ Orient（状況判断）→ Decide（意思決定）→ Act（行動）の 4 つのステップを繰り返し回すこと

で、変化の激しい状況下でも素早く、的確な意思決定と行動を可能にするフレームワーク。 
40 Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善） の 4 つのステップを繰り返し回すことで、業務の品質や

生産性、目標達成度を継続的に向上させるためのフレームワーク。 
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第４章 本市のＤＸ推進施策 

社会や国・県の動向、本市におけるこれまでの取組や前計画の進捗評価、市民等のデジタル

化に対する意識等を踏まえ、推進方針に基づき、基本理念を実現するため、基本方針ごとに推

進施策を設定します。また、推進施策ごとに具体的な取組事業を設定し、本市のデジタル化・

ＤＸを推進します。 

 

基本方針１ ＤＸによる市民サービスの向上 

推進施策１ 窓口サービスのＤＸ（フロントヤード改革41） 

   １－１  オンライン申請の拡充と書かない窓口42の推進 

   １－２  手数料等の電子決済の推進 

   １－３  施設・サービス予約、相談業務等のデジタル化 

推進施策２ 窓口サービスを支えるバックヤード改革43 

   ２－１  庁内業務のデジタル化の推進 

   ２－２  庁内業務を支えるデータのデジタル化の推進 

   ２－３  ＧＩＳ（地理情報システム）の活用推進 

推進施策３ 市民の利便性向上に資するデジタル環境の整備 

   ３－１  既存のデジタルインフラの活用促進 

   ３－２  新たなデジタルインフラの導入 

   ３－３  市民のデジタル活用力の向上 

 

基本方針２ ＤＸによる地域の魅力向上 

推進施策１ ＤＸによる移住・定住、地域間交流の促進 

   １－１  移住・定住促進のための効果的な情報発信 

 
41 住民と行政の接点（フロントヤード）を見直し、デジタル技術や業務プロセス改善を通じて、住民の利便性向上と職員の

業務効率化を同時に実現する取組。 
42 マイナンバーカードなど本人確認書類から氏名・住所・生年月日などの情報を読み取り、申請書に自動で転記すること

で、住民が手書きする負担を軽減する自治体の窓口システム。 
43 住民から見えない内部の事務・管理業務（バックヤード）を、デジタル化や業務プロセス見直しにより効率化する取組。 
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   １－２  デジタルを活用した地域間交流の促進 

推進施策２ ＤＸによる地域産業の生産性向上 

   ２－１  スマート農林業の推進 

   ２－２  人流データを活用した政策立案、観光施策の推進 

   ２－３  地域商工業者のＤＸ支援 

推進施策３ ＤＸによる日常的な生活環境の維持・向上 

   ３－１  ＩＣＴを活用した公共交通の利用促進 

   ３－２  生活インフラの維持・管理の高度化 

推進施策４ ＤＸによる市民のＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）44の維持・ 

向上 

   ４－１  デジタルを活用した妊娠・出産・子育て支援 

   ４－２  健康増進・地域福祉の質の向上 

   ４－３  医療情報のデジタル化による地域医療の質の向上 

 

基本方針３ 地域ＤＸを推進するための行政ＤＸ 

推進施策１ 市役所内のデジタルインフラ最適化と効果的な運用 

   １－１  庁内デジタルインフラの最適化の推進 

   １－２  庁内事務のＤＸの推進 

   １－３  情報セキュリティ対策の徹底 

推進施策２ ＤＸを加速化するための制度改革 

   ２－１  庁内ＤＸを推進するための制度等の見直し 

推進施策３ ＤＸを推進するデジタル人財の育成・確保 

   ３－１  職員のデジタル人財としての育成・確保 

   ３－２  外部専門人材の活用 

  

 
44

 「生活の質」や「人生の質」を意味し、身体的・精神的・社会的な側面から、その人が感じる満足度や幸福感、充実感など

を総合的に評価する考え方。Quality of Life の略。 
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（１）基本方針１ ＤＸによる市民サービスの向上 

推進施策１ 窓口サービスのＤＸ（フロントヤード改革） 

デジタルの利活用により、市民と行政の接点の多様化・充実化と窓口業務の改革を推進

し、市民にとって便利でやさしい窓口サービスの実現に取り組みます。 

 

≪取組事業≫ 

１－１ オンライン申請の拡充と書かない窓口の推進 

本市への様々な申請・手続について、オンライン化を推進し、市民の負担軽減と事務

の効率化に取り組みます。また、窓口での申請・手続についてもデジタル化を推進し、

市民の利便性向上に取り組みます。 

○ 各種申請・手続のオンライン化の推進 ［各課］ 

○ 窓口申請・手続のデジタル化による「書かない窓口」の推進 ［市民課・企画課 

等］ 

○ 競争入札参加資格審査の共同受付 ［契約検査課］ 

【取組事例】書かない窓口 

 
出典：総務省 自治体ＤＸ推進参考事例集【第 2.0 版】 
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１－２ 手数料等の電子決済の推進 

手数料等の徴収にあたっては、オンライン決済やキャッシュレス決済の導入を推進し、

現金の取扱いを減らすことで、市民の利便性向上と職員の負担軽減に取り組みます。 

○ オンライン申請におけるキャッシュレスサービスの導入 ［各課］ 

○ キャッシュレス決済の導入・拡大の検討 ［各課］ 

 

１－３ 施設・サービス予約、相談業務等のデジタル化 

公共施設の利用予約や行政サービスの予約申込、各種相談業務について、オンライン

化を推進し、迅速な対応を実現することにより、市民の利便性向上に取り組みます。 

○ 公共施設予約システムの更新、利用拡大 ［広報情報課、市民会館等］ 

○ 市民向けサービスの予約申込のオンライン化 ［各課］ 

○ ＡＩチャットボット45等を活用した利用案内等の自動化 ［各課］ 

○ オンライン相談環境の整備・拡充 ［各課］ 

【取組事例】市民向けサービスのオンライン予約 

 
出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 

 
45 AI 技術を用いて、人間のようにテキストや音声で会話できるツール。問い合わせ対応の自動化、情報提供、予約受付

など、幅広い業務で 24 時間 365 日の顧客対応や業務効率化を実現する。 
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推進施策２ 窓口サービスを支えるバックヤード改革 

市民からの申請を受け付けた後の事務処理について、デジタルの利活用を前提とした業

務改革に取り組み、効率的かつ迅速な窓口サービスの実現に取り組みます。 

 

≪取組事業≫ 

２－１ 庁内業務のデジタル化の推進 

本市への様々な申請・手続について、デジタル化を前提として申請受理後の事務処理

を抜本的に見直し、事務処理時間の短縮に努めることで、市民の負担軽減と事務の効率

化に取り組みます。 

○ 各種申請・手続に係る事務処理のデジタル化の推進 ［各課］ 

○ 各種申請・手続に係る事務処理のデジタル化によるＢＰＲ46の推進 ［各課］ 

【取組事例】決裁事務のデジタル化 

 

出典：総務省 自治体ＤＸ推進参考事例集【第 2.0 版】 

 

 
46 業務プロセスを抜本的に見直し、組織、情報システム、職務などを再構築することで、劇的な業務改善（コスト削減、品

質向上、スピード向上など）を目指す取組。Business Process Re-engineering の略。 
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２－２ 庁内業務を支えるデータのデジタル化の推進 

庁内の事務処理をデジタル化するにあたり、紙媒体の申請書や資料等をデジタル化す

ることで、庁内業務のデジタル化に取り組み、庁内のペーパーレス化を推進します。ま

た、デジタル化した各種データについて、オープンデータとしての活用を推進します。 

○ 各種申請・手続に係るデータのデジタル化、ペーパーレス化の推進 ［各課］ 

○ オープンデータの推進 ［庶務課］ 

【取組事例】生活保護業務のペーパーレス化 

 

出典：総務省 自治体ＤＸ推進参考事例集【第 2.0 版】 

 

２－３ ＧＩＳ（地理情報システム）の活用推進 

庁内で使用している統合型ＧＩＳ並びに公開型ＧＩＳについて、搭載データや機能の

拡張に取り組み、幅広い業務での活用を推進します。 

○ 公開型ＧＩＳのデータ更新及び拡張 ［広報情報課、都市計画課等］ 

○ 統合型ＧＩＳのデータ更新及び拡張 ［広報情報課、都市計画課等］ 

○ 固定資産管理システム（ＧＩＳ）のデータ更新及び拡張 ［資産税課］ 

○ ＧＩＳを活用した配水施設・修繕履歴のデジタル管理 ［水道工務課］ 
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推進施策３ 市民の利便性向上に資するデジタル環境の整備 

これまでに導入した情報システムやデジタルツールの活用を促進するとともに、新たな

デジタル技術・サービスについて、利活用に向けた検討を行います。また、誰一人取り残

さないデジタル化を推進するため、市民のデジタル活用力の向上を支援します。 

 

≪取組事業≫ 

３－１ 既存のデジタルインフラの活用促進 

これまでに本市が導入した情報システムやデジタルツールについて、市民の活用促進

に向けた取組を行うとともに、利用範囲の拡大を検討するなど、利活用の促進に取り組

みます。 

○ マイナンバーカードの普及・利活用の促進 ［広報情報課、市民課等］ 

○ 飯能市道路等損傷通報システムの利活用の促進 ［維持公園課］ 

○ 既存のデジタルインフラの維持管理 ［広報情報課］ 

 

３－２ 新たなデジタルインフラの導入 

新たなデジタル技術・サービスを活用した行政サービスについての検討を行い、市民

の利便性向上に資するものについては、導入を推進します。また、新たなデジタルイン

フラの導入検討にあたり、公民連携の取組を推進します。 

○ 学校体育施設（体育館）へのスマートロック47の導入・運用 ［スポーツ課］ 

○ 館内照明の管理システムの導入 ［博物館］ 

○ 市立小・中学校のＩＣＴ環境の整備・更新 ［学校教育課］ 

○ ドローンを活用したインフラ点検の自動化の検討 ［維持公園課、水道工務課等］ 

○ まちづくりにおける３Ｄ都市モデルの活用 ［都市計画課］ 

  

 
47 スマートフォンや IC カード、暗証番号、生体認証などを使って鍵の施錠・解錠ができるシステム。物理的な鍵を持ち歩く

手間を省き、利便性とセキュリティの向上を実現する。 
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【取組事例】スマートロック 

 

出典：総務省 自治体ＤＸ推進参考事例集【第 2.0 版】 

 

３－３ 市民のデジタル活用力の向上 

既存のデジタルインフラや新たなデジタル技術・サービスの活用が困難な市民への支

援を実施するとともに、デジタルの利活用に伴う危険性の理解やモラルの啓発などに取

り組み、誰にとってもやさしいデジタル社会の実現を推進します。 

○ デジタル活用支援の実施 ［広報情報課等］ 

○ デジタル活用力向上のための啓発 ［広報情報課］ 
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（２）基本方針２ ＤＸによる地域の魅力向上 

推進施策１ ＤＸによる移住・定住、地域間交流の促進 

「本市への移住・定住」、「市民による地域間交流」を促進するために、デジタル技術・

サービスを活用した地域学習などの環境整備、情報発信に取り組みます。 

 

≪取組事業≫ 

１－１ 移住・定住促進のための効果的な情報発信 

本市への移住・定住を検討している方々に対し、本市の魅力を効果的に伝えるため、

ホームページをはじめＳＮＳ等を活用した情報発信に取り組みます。 

○ 埼玉県が運営する移住ポータルサイトと連携した効果的な移住定住支援情報の発信 

［都市計画課、広報情報課］ 

○ ホームページ、ＳＮＳ等による情報発信の推進 ［広報情報課等］ 

 

１－２ デジタルを活用した地域間交流の促進 

市民活動や地域学習の活性化、地域間交流の促進に向け、様々な手段での情報発信や

環境整備に取り組みます。 

○ 施設利用・催事情報の効果的な発信 ［市民会館］ 

○ デジタルアーカイブ48の推進 ［博物館］ 

○ 自治会支部長会議等のオンライン化 ［自治振興課］ 

 

  

 
48 歴史的資料や文化財、公文書、企業記録など価値のある情報をデジタルデータとして収集・整理し、長期的に保存・活

用する取組。単なるデジタル化に留まらず、検索・閲覧・利用を容易にするためのデータベース化を行い、災害からの保護

や、研究・教育・新たなコンテンツ創造などへの活用を目指す。 
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推進施策２ ＤＸによる地域産業の生産性向上 

市内で事業活動を営む商工業や農林業、観光産業などのデジタル利活用を促進し、生産

性向上に向けた取組を支援します。 

 

≪取組事業≫ 

２－１ スマート農林業の推進 

新たなデジタル技術・サービスを活用した鳥獣被害対策の推進や農作業の効率化を促

進します。また、県が管理・運営する森林クラウド49を活用し、森林管理の効率化に取り

組みます。 

○ ロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の推進支援 ［農業振興課］ 

○ スマート捕獲等の普及加速 ［鳥獣被害対策室］ 

○ 森林クラウドを活用した森林整備の推進 ［森林づくり課］ 

【取組事例】ドローンを活用した有害鳥獣対策 

 

出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 

 
49

 インターネット経由でサーバーやストレージ、アプリケーションなどのデジタルインフラを、必要な時に必要な分だけ利用

できる技術やサービスのこと。外部のデータセンターなど「雲」のような場所（クラウド）に保管・処理するイメージで、場所や

端末を問わずにアクセス・共有できる。 
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２－２ 人流データを活用した政策立案、観光施策の推進 

観光入込客数調査のうちハイキング・登山客数の計測方法を、人による定期計測から

人流データを活用した計測に変更し、調査業務の効率化を推進するとともに、人流デー

タを活用した地域活性化に向けた施策の立案、効果計測、観光施策などに取り組みます。 

○ 人流データを活用した政策立案の推進 ［企画課、観光・エコツーリズム課等］ 

○ 人流データを活用した観光施策の推進 ［観光・エコツーリズム課］ 

【取組事例】人流データの活用 

 

出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 

 

２－３ 地域商工業者のＤＸ支援 

商店街をはじめとした地域商業者や中小製造業者などが取り組むデジタル化・ＤＸを

支援するため、商店街連盟や飯能商工会議所などの関係機関との意見交換、情報交換に

取り組みます。 

○ 地域商工業者のＤＸ支援 ［産業振興課］ 
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推進施策３ ＤＸによる日常的な生活環境の維持・向上 

市民が日々快適な生活を過ごすことができるよう、デジタルの利活用による生活環境の

維持・向上に向けた取組を推進します。 

 

≪取組事業≫ 

３－１ ＩＣＴを活用した公共交通の利用促進 

コミュニティバスのルート情報をオープンデータとして公開し、民間事業者が運営し

ている公共交通アプリとの連携に取り組みます。 

○ コミュニティバス関連情報のオープンデータ化 ［交通政策課］ 

 

３－２ 生活インフラの維持・管理の高度化 

市民の日常生活を支える上下水道や道路などのインフラの維持・管理にあたり、新た

なデジタル技術・サービスを活用した業務の効率化や高度化に取り組みます。 

○ スマートメーターの導入検討 ［水道業務課］ 

○ 浄化槽手続のデジタル化 ［環境緑水課］ 

○ 飯能市道路等損傷通報システムの利活用の促進 ［維持公園課］ 

○ 交通安全施設等の不具合、劣化の通報のデジタル化 ［生活安全課］ 
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【取組事例】スマートメーター 

 

出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 
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推進施策４ ＤＸによる市民のＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）の維持・

向上 

市民が生涯を通じて健康で文化的な生活を過ごすことができるよう、デジタルの利活用

による生活の質の維持・向上に向けた取組を推進します。 

 

≪取組事業≫ 

４－１ デジタルを活用した妊娠・出産・子育て支援 

こどもを産み育てやすい環境の整備を進めるとともに、こどもの健やかな成長を図る

ため、デジタルの利活用による妊娠・出産・子育て支援に取り組みます。 

○ デジタルを活用したこども・子育て情報発信の充実 ［広報情報課・こども支援課 

等］ 

○ 妊娠に係る諸手続のデジタル化 ［保健センター］ 

○ デジタルクーポンを活用した「赤ちゃんスマイルクーポン」の実施 ［こども支援 

課］ 

○ 保育所入所手続のデジタル化 ［保育課］ 

○ 放課後児童クラブにおける利用申請のオンライン化 ［こども施設課］ 

【取組事例】子育て支援アプリ 

 

出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 
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４－２ 健康増進・地域福祉の質の向上 

市民が健康で安心して暮らせるよう、デジタルの利活用により市民の健康づくりを支

援するとともに、関係機関の連携による福祉の質の向上に取り組みます。 

○ 定期予防接種予診票のデジタル化 ［保健センター］ 

○ デジタルの利活用による健康増進活動の促進 ［保健センター］ 

○ 包括的な支援体制整備のための多機関連携システム導入検討 ［地域福祉課］ 

【取組事例】健康ポイント事業 

 

出典：総務省 地域社会のデジタル化に係る参考事例集［第 3.0 版］ 

 

４－３ 医療情報のデジタル化による地域医療の質の向上 

本市が所管する診療所において、診療効率の向上や患者情報の管理の強化を図るため、

また他の医療機関との円滑な情報共有を促進するため、電子カルテシステムの導入を検

討し、地域医療の質の向上に取り組みます。 

○ 診療所への電子カルテ導入の検討 ［医療管理課］ 
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（３）基本方針３ 地域ＤＸを推進するための行政ＤＸ 

推進施策１ 市役所内のデジタルインフラ最適化と効果的な運用 

庁内の様々な業務を効率化し、生産性を向上させるため、これまで取り組んできた情報

化・デジタル化を引き続き進めていくとともに、これまでに導入した情報システムやデジ

タルツールの最適化に取り組みます。また、今後の複雑・多様化するリスクに備え、引き

続き情報セキュリティ対策にも取り組みます。 

 

≪取組事業≫ 

１－１ 庁内デジタルインフラの最適化の推進 

庁内に導入した情報システムやデジタルツールの棚卸しを行い、デジタルインフラの

最適化を推進します。また、国が進めている自治体情報システムの標準化・共通化に引

き続き取り組み、事務の効率化や費用の削減等を推進します。 

○ 庁内の情報システム、デジタルツール等の棚卸し ［広報情報課］ 

○ 自治体情報システムの標準化・共通化への対応 ［広報情報課、関係各課］ 

 

１－２ 庁内事務のＤＸの推進 

庁内事務のさらなる効率化や費用の削減等を図るため、最新のデジタル技術・サービ

スを活用したＢＰＲに取り組みます。 

○ 庶務事務システムの導入検討 ［広報情報課、職員課、関係各課］ 

○ 財務会計システムの電子決裁化等による出納事務のデジタル化 ［財政課、会計課 

関係各課］ 

○ 生成ＡＩ 、ＲＰＡ、ノーコードツール50等を活用したＢＰＲの推進 ［広報情報課、 

関係各課］ 

○ 庁内資料のデジタル化と電子決裁の推進 ［庶務課、広報情報課、関係各課］ 

  

 
50 プログラミングコード（命令文）を書かずに、視覚的な操作（ドラッグ＆ドロップなど）で Web サイトや業務アプリ、Web

サービスなどを開発できるツール。 
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【取組事例】ＲＰＡ、ＡＩ-OCR の活用 

 

出典：総務省 自治体ＤＸ推進参考事例集【第 2.0 版】 

 

１－３ 情報セキュリティ対策の徹底 

情報セキュリティに関する最新の考え方を取り入れ、これからの社会情勢に適合した

情報セキュリティ対策を推進します。また、庁内の情報セキュリティ対策の取組状況に

ついて、自己点検等を通じて定期的に確認します。 

○ 情報セキュリティポリシーの適宜見直しと公表 ［広報情報課］ 

○ 情報セキュリティ対策の徹底 ［広報情報課、関係各課］ 
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推進施策２ ＤＸを加速化するための制度改革 

デジタルの利活用を前提とした事務処理への見直しを進め、業務の効率化・最適化を推

進するため、庁内の体制やルール等の抜本的見直しに取り組みます。 

 

≪取組事業≫ 

２－１ 庁内ＤＸを推進するための制度等の見直し 

オンライン申請や電子決済等の拡充を推進するため、条例等の内容を見直し、必要な

改正を進めます。また、効果的・効率的なデジタルインフラの導入を推進するため、庁

内の審査体制や契約形態の見直しに取り組みます。 

○ 条例等の見直し、改正等の推進 ［広報情報課、関係各課］ 

○ 効果的・効率的なデジタル施策推進のための体制づくりの検討 ［広報情報課］ 

○ 施設管理業務の包括化の検討 ［資産経営課］ 

○ デジタル活用による申請・手続・事務処理を前提とした制度、業務の在り方の見直 

し[全課] 
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推進施策３ ＤＸを推進するデジタル人財の育成・確保 

本市のデジタル化・ＤＸを推進するため、デジタル人財の育成に取り組むとともに、外

部の専門人材の活用を推進します。 

 

≪取組事業≫ 

３－１ 職員のデジタル人財としての育成・確保 

職員全体のデジタル活用力を高めるとともに、本市のデジタル化・ＤＸをけん引する

デジタル人財の育成に取り組みます。また、デジタル人財としての育成方針とキャリア

パス51を明確にするため、「（仮）飯能市デジタル人財育成方針」の策定に取り組みます。 

○ 「（仮）飯能市デジタル人財育成方針」の策定検討 ［広報情報課、職員課、関係 

各課］ 

○ デジタル人財の育成 ［広報情報課］ 

 

３－２ 外部専門人材の活用 

デジタル化・ＤＸに専門的に取り組んできた外部人材の専門的・技術的な助言・支援

を受け入れる体制を整備することで職員だけでは対応が難しいＤＸ施策に取り組みます。 

○ 外部専門人材の活用 ［広報情報課］ 

 

 
51 企業や組織内で特定の役職や目標に到達するために、職員がたどるべき職務経験やスキル習得の道筋・プロセスのこ

と。 
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第５章 資料編 

（１）計画策定の経過 

 

年 月日 実施事項 

令和６（2024）年 ９月～10月 市民のデジタル化に対する意識アンケート調査 

令和７（2025）年 ５月 21 日 
令和７年度第１回飯能市情報システム委員会（策定の

進め方） 

〃 ５月 28 日 職員向け計画策定説明会兼ＤＸ研修会 

〃 ６月 職員のデジタル化に対する意識調査 

〃 ７月 庁内ヒアリング（21 部署） 

〃 ７月 29 日 若手職員によるデジタル化施策の検討ワークショップ 

〃 ７月 30 日 
令和７年度第２回飯能市情報システム委員会（骨子

案） 

〃 11 月 13 日 令和７年度第３回飯能市情報システム委員会（素案） 

〃 12 月 23 日 庁議 

令和８（2026）年 
１月９日～ 

１月 21 日 
パブリックコメントの実施 

〃 ２月 17 日 市議会全員協議会 
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（２）用語集 

 

索引 用語 用語解説 

Ａ ＡＩ 人工知能。 

Artificial Intelligence の略。 

 ＡＩ－ＯＣＲ ＡＩ技術を組み合わせることで、手書き文字や複雑な

レイアウトの文書でも高精度で読み取り、テキストデ

ータに変換する技術のこと。従来のＯＣＲ（文字認識

機能）に比べ、手書き文字や崩れた文字、多様なフォ

ーマット（請求書、申込書など）でも高精度な文字認

識を実現している。 

 ＡＩチャットボット ＡＩ技術を用いて、人間のようにテキストや音声で会

話できるツール。問い合わせ対応の自動化、情報提

供、予約受付など、幅広い業務で 24 時間 365 日の顧客

対応や業務効率化を実現する。 

Ｂ ＢＰＲ 業務プロセスを抜本的に見直し、組織、情報システ

ム、職務などを再構築することで、劇的な業務改善

（コスト削減、品質向上、スピード向上など）を目指

す取組。 

Business Process Re-engineering の略。 

Ｃ ＣＭＳ プログラミング等の専門知識がなくても、Ｗｅｂサイ

トの文章や画像などのコンテンツを簡単に作成・更

新・管理できるシステム。 

Content Management System の略。 

Ｄ ＤＸ デジタル・トランスフォーメーション。 

Digital Transformation の略。 

Ｅ ＥＢＰＭ 証拠に基づく政策立案。 

政策の立案や実行を勘や経験だけでなく、データや統

計などの客観的な根拠（エビデンス）に基づいて行う

手法。 

 ｅＬ－ＱＲ 地方税統一ＱＲコード。 

令和５（2023）年４月から地方公共団体の地方税納付

書に統一規格として印字され、スマートフォン決済ア

プリやクレジットカード、インターネットバンキング

など、様々な手段で納付することができる。令和８年

（2026）年９月からは、地方税以外の公金収納にも活

用可能となる予定。 
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Ｇ ＧＩＧＡスクール構想 １人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体

的に整備することにより、多様な子供たちを誰一人取

り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力

が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現に向け

た取組。文部科学省の主導で、令和元（2019）年より

開始された。 

 ＧＩＳ 地理情報システム。 

Geographic Information System の略。 

Ｉ ＩＣＴ 情報通信技術。 

Information and Communication Technology の略。 

Ｌ ＬＴＥ モバイル通信規格の一つで、３Ｇから４Ｇへの移行期

に登場した規格。事実上４Ｇの標準規格として広く使

われており、３Ｇに比べて高速大容量通信と低遅延を

実現し、動画視聴やオンラインゲームを快適にしてい

る。 

Ｏ ＯＯＤＡループ Observe（観察）→ Orient（状況判断）→ Decide（意

思決定）→ Act（行動）の４つのステップを繰り返し

回すことで、変化の激しい状況下でも素早く、的確な

意思決定と行動を可能にするフレームワーク。 

Ｐ ＰＤＣＡサイクル Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action

（改善） の４つのステップを繰り返し回すことで、業

務の品質や生産性、目標達成度を継続的に向上させる

ためのフレームワーク。 

Ｑ ＱＯＬ 「生活の質」や「人生の質」を意味し、身体的・精神

的・社会的な側面から、その人が感じる満足度や幸福

感、充実感などを総合的に評価する考え方。 

Quality of Life の略。 

Ｒ ＲＰＡ 人間が行うパソコン上の定型的な事務作業を、ソフト

ウェアロボットが自動で実行する技術のこと。 

Robotic Process Automation の略。 

Ｓ ＳＮＳ インターネット上で人々が繋がって交流し、文章・写

真・動画などを共有・発信できる会員制のサービス。 

Social Networking Service の略。 

イ インターネット 世界中のコンピュータやスマートフォンなどの情報機

器を相互に接続した巨大な通信網のこと。情報検索、

メール、ＳＮＳ、動画視聴、ネットショッピングな

ど、あらゆる情報を送受信・共有できるようになり、
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私たちの生活や仕事などの様々な場面で使われる、不

可欠な社会基盤となっている。 

オ オープンデータ 国や自治体、企業などが持つ公共性の高いデータを、

誰でも（営利・非営利問わず）、無償で、加工・再配布

できるように、機械判読可能な形式でインターネット

上に公開する取組。及びそのようなデータそのもの。 

カ 書かない窓口 マイナンバーカードなど本人確認書類から氏名・住

所・生年月日などの情報を読み取り、申請書に自動で

転記することで、住民が手書きする負担を軽減する自

治体の窓口システム。 

 ガバメントクラウド 政府が主導して整備・提供する政府共通のクラウドサ

ービス基盤のこと。国や地方公共団体が、行政システ

ム（住民基本台帳、税務、福祉など）を集約・共通

化・標準化して利用することにより、従来の縦割りシ

ステムから脱却し、セキュリティ強化、コスト削減、

業務効率化、迅速なサービス提供を目指す。 

キ キャリアパス 企業や組織内で特定の役職や目標に到達するために、

職員がたどるべき職務経験やスキル習得の道筋・プロ

セスのこと。 

ク クラウド インターネット経由でサーバーやストレージ、アプリ

ケーションなどのデジタルインフラを、必要な時に必

要な分だけ利用できる技術やサービスのこと。外部の

データセンターなど「雲」のような場所（クラウド）

に保管・処理するイメージで、場所や端末を問わずに

アクセス・共有できる。 

サ 三位一体 ３つの要素が一体となって機能すること。 

シ 自治体フロントヤード改

革 

マイナンバーカードを活用した住民との接点の多様

化・充実化、窓口業務の改善等を通じて、住民の利便

性向上と業務効率化を図る取組のこと。 

 情報通信技術（ＩＣＴ） コンピュータやインターネットなどの通信技術を使

い、情報を収集・処理・伝達・共有する技術のこと。 

 人工知能（ＡＩ） 人間のような知的活動（学習、推論、判断、認識、言

語理解など）をコンピュータで再現する技術のこと。 

ス スマートメーター 通信機能を備え、30 分間など短い間隔で定期的に電気

や水道等の使用量を計測・記録できる、次世代型の計

測器。 

 スマートロック スマートフォンやＩＣカード、暗証番号、生体認証な

どを使って鍵の施錠・解錠ができるシステム。物理的
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な鍵を持ち歩く手間を省き、利便性とセキュリティの

向上を実現する。 

セ 生成ＡＩ テキスト、画像、音声、プログラムコードなどの新し

いコンテンツを自動で創り出す（生成する）人工知能

のこと。従来のＡＩが分析や予測を得意としていたの

に対し、生成ＡＩは創造の領域を担い、業務効率化や

新たなアイデア創出などで活用されている。 

チ チャットツール インターネット経由でリアルタイムにテキストメッセ

ージを送受信できるコミュニケーションツールのこ

と。ＳＮＳのような手軽さを備え、場所を問わずスピ

ーディーに、社内外のコミュニケーション効率化を実

現する。 

 地理情報システム（ＧＩ

Ｓ） 

位置情報（緯度経度など）と様々な情報を結びつけ、

コンピュータ上で地図上に重ねて表示・管理・分析す

るシステム。社会インフラ管理、都市計画、マーケテ

ィング、防災など幅広い分野で活用されている。 

テ デジタルアーカイブ 歴史的資料や文化財、公文書、企業記録など価値のあ

る情報をデジタルデータとして収集・整理し、長期的

に保存・活用する取組。単なるデジタル化に留まら

ず、検索・閲覧・利用を容易にするためのデータベー

ス化を行い、災害からの保護や、研究・教育・新たな

コンテンツ創造などへの活用を目指す。 

 デジタル社会の実現に向

けた改革の基本方針 

令和２(2020)年 12 月 25 日閣議決定されたデジタル社

会の将来像や施策の策定方針など政府のデジタル化に

関する基本的な方向性を示すもの。 

 デジタル人財 ＤＸを進めるには「人が貴重な財産である」という考

えから、本計画では、ＤＸを推進する技能を持った職

員を「デジタル人財」と位置づけている。 

 デジタルデバイド インターネットやパソコンなどの情報通信技術を「使

える人」と「使えない人」の間で生じる、情報へのア

クセス機会や知識・スキル、それによって得られる恩

恵（情報量、社会参加、経済的機会など）の格差のこ

と。 

 デジタル・トランスフォ

ーメーション（ＤＸ） 

デジタル技術を活用して、企業や組織の製品・サービ

ス・ビジネスモデル・業務プロセス・組織文化そのも

のを根本的に変革し、競争上の優位性を確立するこ

と。単なるＩＴ化（業務効率化）とは異なり、顧客や
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社会のニーズに合わせて新たな価値を創造し、企業・

組織全体の変革を目指す概念。 

 デジタルリテラシー コンピュータやインターネットなどのデジタル技術を

正しく理解し、情報を適切に収集・判断・活用できる

知識やスキル、そして主体的に使いこなす能力のこ

と。単なる操作スキルだけでなく、セキュリティ意

識、倫理観、問題解決能力、新しい技術への適応力ま

でを含む。 

 テレワーク ＩＣＴを活用し、オフィスから離れた場所（自宅、カ

フェ、サテライトオフィス等）で、時間や場所に縛ら

れず、柔軟に働く形態。 

ト ドローン 人が乗らずに遠隔操作や自動操縦で飛行する機器のこ

と。 

ノ ノーコードツール プログラミングコード（命令文）を書かずに、視覚的

な操作（ドラッグ＆ドロップなど）でＷｅｂサイトや

業務アプリ、Ｗｅｂサービスなどを開発できるツー

ル。 

ハ バックヤード改革 住民から見えない内部の事務・管理業務（バックヤー

ド）を、デジタル化や業務プロセス見直しにより効率

化する取組。 

ヒ 光ファイバ 高純度のガラスやプラスチックで作られた光信号の伝

送路。電磁気の影響を受けにくく、高速・大容量・長

距離のデータ伝送を可能にするため、現在の高速イン

ターネット通信の基盤として広く利用されている。 

フ ブレインストーミング 複数人で自由にアイデアを出し合い、創造的な解決策

や新たな発想を短時間で大量に生み出すための発想

法。 

 フロントヤード改革 住民と行政の接点（フロントヤード）を見直し、デジ

タル技術や業務プロセス改善を通じて、住民の利便性

向上と職員の業務効率化を同時に実現する取組。 

ホ ポータルサイト インターネット上の様々な情報（ニュース、天気、検

索エンジン、メールなど）やサービスへの「入口（ポ

ータル）」となるＷｅｂサイトのこと。 

マ マイナポータル 政府が運営する個人向け行政サービスのオンライン窓

口。マイナンバーカードを利用して、引越しやパスポ

ートなどの手続き、医療費などの本人情報の確認など

の行政サービスを利用できる。 



66 

 マイナンバーカード 住民からの申請により無料で交付される、氏名、住

所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きの

プラスチック製のカード。顔写真付きの本人確認書類

として利用できるほか、各種行政手続きのオンライン

申請、各種民間のオンライン取引など、様々な場面で

利用できる。 

ム 無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ） 無線通信を利用してパソコンやスマホ、家電などをネ

ットワークに接続する技術のこと。 

メ メタバース インターネット上に構築された３次元の仮想空間のこ

と。利用者は自分の代わりとなる「アバター」を操作

し、他者と交流する。 

ユ ユーザビリティ 製品やサービスが「ユーザーにとってどれだけ使いや

すいか」を示す概念。効率性・有効性・満足度といっ

た観点から評価され、ユーザーが目的をスムーズに達

成できるか、ストレスなく快適に利用できるかを示

す。 

 


